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衆
議
院
議
員
田
嶋
要
君
提
出
「
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放

置
車
両
確
認
標
章
を
取
り
付
け
ら
れ
た
車
両
に
係
る
違
法
駐
車
行
為
を
し
た
者
が
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

反
則
金
の
納
付
を
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
違
法
駐
車
行
為
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
公
訴
を
提
起
さ
れ
ず
、
又
は
家
庭
裁
判
所
の

審
判
に
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
法
第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
当
該
車
両
の
使

用
者
に
対
し
て
放
置
違
反
金
の
納
付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
当
該
命
令
を
受
け
た
車
両
の
使
用
者

に
対
し
て
、
法
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
当
該
車
両
を
運
転
し
、
又
は
運
転

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
放
置
違
反
金
に
係
る
制
度
は
、
放
置
駐
車
違
反
に
つ
い
て
、
違
法
駐
車
行
為
を
し
た
者
の
特
定
が
困
難
で
あ
り
、
そ

の
責
任
を
追
及
で
き
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
な
ど
の
実
態
を
踏
ま
え
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
警
察
庁
と
し
て
は
、

こ
の
放
置
違
反
金
に
係
る
制
度
が
、
違
法
駐
車
行
為
を
し
た
者
が
警
察
署
に
出
頭
せ
ず
反
則
金
の
納
付
を
し
な
い
と
い
う
行

為
を
必
ず
し
も
助
長
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一



二
に
つ
い
て

現
在
、
郵
便
物
の
集
配
に
使
用
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
郵
便
の
役
務
を
な
る
べ
く
安
い
料
金
で
、
あ
ま
ね
く
、
公
平
に

提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
と
い
う
郵
便
事
業
の
性
格
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
お

い
て
駐
車
禁
止
規
制
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

九
十
七
号
）
第
二
条
に
お
い
て
、
民
間
事
業
者
と
の
対
等
な
競
争
条
件
の
確
保
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
同
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
民
営
化
後
の
郵
便
物
（
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
十
四
条
に
よ
る
改
正
前
の
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号

）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
小
包
郵
便
物
に
相
当
す
る
貨
物
を
含
む
。
）
の
集
配
に
使
用
す
る
車
両
に
対
す
る
駐
車
禁
止
規
制

の
除
外
措
置
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
取
扱
い
の
方
針
を
、
都
道
府
県

公
安
委
員
会
に
示
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

駐
車
禁
止
と
い
う
交
通
規
制
は
交
通
の
安
全
と
円
滑
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
目
的
と
駐
車
需
要
と

の
調
和
を
図
る
た
め
、
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
の
規
定
に
お
い
て
、
貨
物
の
積
卸
し
の
た
め
の
停
止
で
、
五
分
を
超
え

二



な
い
時
間
内
の
も
の
は
、
運
転
者
が
そ
の
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
も
の
を
除
き
、

駐
車
に
当
た
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
警
察
署
長
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
一
定
の
駐
車
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
駐
車
禁
止
規
制
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
商
店
街
に
お
い
て
、
当
該
規
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
道
路
の
一
部
の
区

間
に
つ
い
て
、
物
流
に
伴
う
駐
車
需
要
に
も
配
慮
し
、
貨
物
の
積
卸
し
を
行
う
貨
物
自
動
車
が
駐
車
で
き
る
よ
う
に
す
る
な

ど
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
お
い
て
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


